
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

香港での個人事業体の設立 

 

お客様は啓源の個人事業体（Sole Proprietorship Business）を設立しようとする場

合、次の流れに従って進みます。 

1. 啓源への会社設立委託を確認し、啓源のサービス費用を支払います。 

2. 電子メール又はファクスにて啓源に次の情報を提供します。 

（1） 個人事業体の商号 

（2） 経営者の氏名、住所、香港身分証番号（個人事業主） 

（3） 個人事業体の事業所 

3. 啓源は申請書を記入し、記入済申請書をお客様に送付します。 

4. お客様は申請書に署名した後、個人事業主（sole proprietor）の香港身分

証写しと合わせて啓源に返送します。 

5. 啓源は申請書を商業登記所に提出し、商業登記費を納付します。 

6. 啓源は商業登記証を取得し、お客様に転送します。 

 

設立費用 

 

1. 会社設立のみ（お客様は事業所を有している場合） 

 

弊所は個人事業体を設立するサービス費用が 690 米ドルとなります（事業

所の提供を含まない）。当該費用には初年度の商業登記費が含まれていま

す。詳細は以下の通りです。 

（1） 弊所の設立サービス費用：300 米ドル 

（2） 初年度の商業登記費：290米ドル 

（3） 会社印章一式の刻印費用：100 米ドル 

 

2. 会社設立と登録住所の提供 

 

弊所は個人事業体を設立したり、登録住所を提供したりするサービス費用

が 1030 米ドルとなります（事業所の提供を含まない）。当該費用には初年

度の商業登記費が含まれています。詳細は以下の通りです。 

（1） 弊所の設立サービス費用：300 米ドル 

（2） 初年度の商業登記費：290米ドル 

（3） 1 年間の登録住所費用：340 米ドル 

（4） 会社印章一式の刻印費用：100 米ドル 
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詳細情報とサポートをご希望の方、お手数ですが、下記の連絡先とお問い合わせください。 

メール：info@kaizencpa.com  

固定電話： +852 2341 1444  

携帯電話： +852 5616 4140、+86 152 1943 4614 

ライン・WhatsApp・Wechat： +852 5616 4140 

Skype: kaizencpa 

公式ウェブサイト：www.kaizencpa.com 
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